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表紙

業務の適正を確保するための
体制及び当該体制の運用状況
株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
計 算 書 類 の 個 別 注 記 表

　 法 令 及 び 定 款 第 1 5 条 の 規 定 に 基 づ き 、 当 社 ホ ー ム ペ ー ジ
（https://www.gixo.jp）に掲載することにより、株主の皆様に提供している
ものであります。

法令及び定款に基づくインターネット開示事項

第10期（2021年７月１日から2022年６月30日まで）

株式会社ギックス
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
① 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

イ) 取締役・使用人は、社員就業規則及びコンプライアンス管理規程に従い、法令・定款及び
社会規範を遵守した行動をとる。

ロ) 総務人事部は、コンプライアンスに関する取り組みについて統括するとともに、取締役・
使用人に対してコンプライアンス教育を行う。

ハ) 内部監査部門として執行部門から独立した内部監査室は、コンプライアンスの状況を監査
する。

ニ) 取締役・使用人は、重要な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見し
た場合には、直ちにコンプライアンス管理規程が定めた通報先に報告し、またこれらの法
令違反その他重要な事実発見の漏れを無くすための仕組み（内部通報規程）により補完す
る。

ホ) 監査役は、法令遵守体制及び内部通報規程の運用に問題があると認めるときは、意見を述
べるとともに、改善策の策定を求めることができる。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役の職務の執行に係る情報については、法令、文書管理規程及び個人情報保護規程に従
い、その保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理する。取締役及び監
査役は、常時、これらの文書を閲覧することができる。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ) Division Leader、部長及び室長は、業務分掌規程及び職務権限規程等に基づき付与され

た権限の範囲内で事業を遂行し、付与された権限を越える事業を行う場合は、職務権限規
程に従い上位への稟議申請と許可を要し、許可された事業の遂行に伴う損失の危険を管理
する。

ロ) 取締役は、起こりえる各種の事業リスクを想定し、あらかじめリスク回避に努めるととも
に、リスクとなり得る事実が発生した場合には迅速かつ適切に対応し、損害の拡大を防止
し最小限にとどめるよう努める。

ハ) 不測の事態が発生した場合あるいは新たに生じたリスクへの対応が必要な場合は、取締役
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会等に報告し、責任者を決定して速やかに対応する。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ) 取締役会は、経営の執行方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決

定し、取締役の業務施行状況を監督する。
ロ) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、取締役会を毎

月１回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとする。
ハ) 取締役会は経営目標・予算の策定・見直しを行い、代表取締役以下取締役はその達成に向

けて職務を遂行し、取締役会がその実績管理を行う。

⑤ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項と当該使用人の独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を置くものとする。なお、使用人
の指揮命令権を監査役に置き、任命、異動、評価、懲戒は監査役間の意見を聴取し、取締役と
意見交換をした上で行うものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保する。

⑥ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他監査役への報告に関する体制
　監査役は、取締役会ほかの重要な意思決定会議に出席し、取締役及び使用人から、重要事項
の報告を受けるものとする。また前記に拘らず監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使
用人に対して報告を求めることができる。

⑦ 監査役に報告を行った者が当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないこと
を確保するための体制

　監査役に対して報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを
行うことを禁止し、その旨を取締役及び使用人に周知徹底する。

⑧ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他該当職務の執行に
ついて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　監査役がその職務の執行につき当社に対して費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求
に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要ではないと認められた場合を除き、速や
かにこれに応じるものとする。
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⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ) 監査役は監査役監査基準に基づき、取締役会その他重要な会議へ出席するとともに、会社

の重要情報を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人に対してその説明を求めることがで
きる。

ロ) 監査役は効率的な監査を実施するため、定期的に会計監査人等と協議又は意見交換を行
い、監査に関する相互補完を行う。

ハ) 監査役は、代表取締役と定期的に会合をもち、業務執行方針を確認するとともに、会社が
対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査環境の整備状況、監査上の重要課題
等について意見を交換する。

⑩ 財務報告の信頼性を確保するための体制
イ) 適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、財務報告に係る内部統制

の体制整備と有効性向上を図る。
ロ) 内部監査室は、毎期財務報告に係る内部統制の有効性評価を行う。有効性評価をうけた部

署は、是正、改善の必要があるときには、その対策を講じなければならない。

⑪ 反社会的勢力排除に向けた体制
　社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、取引関係を含め一
切の関係をもたない。また、反社会的勢力からの不当要求等に対しては、組織全体として毅然
とした対応をとる。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
（取締役・取締役会）
　当社の取締役会は、取締役４名（内、社外取締役１名）で構成しており、会社の事業運営に関
する重要事項、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項に関する意思決定を目的と
して、原則月１回の定例取締役会の開催に加え、重要案件が生じたときに臨時取締役会を都度開
催しております。

（監査役・監査役会）
　当社は監査役制度を採用しており、常勤監査役１名、非常勤監査役２名（いずれも社外監査
役）により監査役会を設置し、原則として月１回これを開催するほか、必要に応じて、監査役間
の協議を行い意見交換することにより、取締役の法令・定款・規程等の遵守状況の把握や、業務
監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めております。
　監査役は取締役会その他重要な会議に出席するほか、重要書類の閲覧、役職員への質問等の監
査手続を通じて、経営に関する適正な監視を行っております。また、内部監査室及び会計監査人
と連携して適切な監査の実施に努めております。

（内部監査室）
　当社は代表取締役CEO直轄の内部監査室を設置しております。内部監査年度計画に従い、業務
執行の合理性・効率性・適正性・妥当性等について当社各部署を対象に監査しております。監査
結果は代表取締役CEOに報告され、改善の必要に応じて被監査部署責任者にその指示を行い、フ
ォローアップ監査等により改善状況のモニタリングを実施しております。

（リスクマネジメント委員会）
　当社は、業務遂行上のリスクの把握、対応策の策定を確実に実施するため、管理本部長を委員
長としたリスクマネジメント委員会を設置しております。当委員会は、毎四半期定例で業務フロ
ーに沿ったリスクの洗い出しや、テーマを絞ったリスク並びに対応策の議論を実施し、全社的な
リスクの把握及びリスクマネジメント体制の強化に努めております。
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株主資本等変動計算書

(2021年７月 1日から
2022年6月30日まで )

株 主 資 本

新株予約権 純資産合計
資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

株主資本
合　　計資本準備金 資本剰余金

合　　　計

その他利益
剰 余 金 利益剰余金

合　　　計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 95,000 967,325 967,325 128,158 128,158 1,190,483 4,298 1,194,782
会 計 方 針 の 変 更 に よ る
累 積 的 影 響 額 612 612 612 612

会 計 方 針 の 変 更 を 反 映 し た
当 期 首 残 高 95,000 967,325 967,325 128,770 128,770 1,191,096 4,298 1,195,394

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 190,924 190,924 190,924 381,848 381,848

当 期 純 利 益 72,750 72,750 72,750 72,750
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) △4,298 △4,298

当 期 変 動 額 合 計 190,924 190,924 190,924 72,750 72,750 454,599 △4,298 450,301

当 期 末 残 高 285,924 1,158,250 1,158,250 201,520 201,520 1,645,695 － 1,645,695

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

建物 16年～38年
建物附属設備 ８年～15年
工具器具備品 ４年～15年

個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産

定率法によっております。ただし、建物（建物附属設備を除く）並びに
2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については定額法によっ
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

(２) 繰延資産の処理方法
株式交付費 株式交付費は、支出時に全額費用処理しております。

(３) 引当金の計上基準
賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負

担すべき額を計上しております。
なお、当事業年度末においては、支給見込額がないため、賞与引当金を
計上しておりません。

(４) 収益及び費用の計上基準
　当社と顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を
充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
①　DIコンサルティング
　DIコンサルティングにおいては、主に業務上の「判断」をデータインフォームドに変革するための、コン
サルティングサービスを行っております。
　上記に係る収益は、財又はサービスに対する支配が一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービ
スを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務
の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生したプロジェクト原価が、予想されるプロジ
ェクト原価の合計に占める割合に基づいて行っております。
②　DIプラットフォーム
　DIプラットフォームにおいては、主に継続的なDI判断を可能とするクラウドネイティブなデータ基盤の提
供を行っております。
　上記に係る収益は、財又はサービスに対する支配が一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービ
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個別注記表

スを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務
の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生したプロジェクト原価が、予想されるプロジ
ェクト原価の合計に占める割合に基づいて行っております。
③　DIプロダクト
　DIプロダクトにおいては、DI判断実行のための情報提供・付加機能提供を行っております。
　上記に係る収益は、顧客とのサービス提供期間に応じて履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわた
り収益を認識しております。また、財又はサービスに対する支配が一定の期間にわたり移転する場合には、
財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しておりま
す。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生したプロジェクト原価が、予想
されるプロジェクト原価の合計に占める割合に基づいて行っております。

２. 会計上の見積りに関する注記
収益認識

　当事業年度の貸借対照表において、契約資産57,854千円を計上しております。
詳細は、「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記　(４)収益及び費用の計上基準」、「９．収益認
識に関する注記」をご参照ください。

３. 会計方針の変更に関する注記
(1) 収益認識に関する会計基準等の適用

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」
という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当
該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、
従来は、検収時に一括で収益を認識していた契約のうち、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間
にわたり移転することとなる要件に該当する場合には、顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定
の期間にわたり、収益を認識する方法に変更しています。
　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに
従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度
の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認
識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんど
すべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準
第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、全
ての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の
繰越利益剰余金に加減しております。
　この結果、従来の方法に比べて、当事業年度の売上高は56,422千円増加し、売上原価は16,732千円増加
し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ39,690千円増加しております。また、繰越利益
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売掛金 191,863千円
契約資産 57,854千円

普通株式 5,581,300株

普通株式 47,100株

剰余金の当期首残高は612千円増加しております。

(2) 時価の算定に関する会計基準等の適用
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」
という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定
会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、これによる計
算書類に与える影響はありません。
　また、「金融商品に関する注記」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記
を行うことといたしました。

４. 貸借対照表に関する注記
　売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権の金額はそれぞれ次のとおりであります。

５. 株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

(2) 当事業年度の末日における自己株式の種類及び数
該当事項はございません。

(3) 剰余金の配当に関する事項
該当事項はございません。

(4) 当事業年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の目的とな
る株式の種類及び数

６. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針
　当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、投機的な取引は行わない方針であります。ま
た、資金調達については金融機関からの借入又は第三者割当増資により調達しております。

②金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である売掛金については顧客の信用リスクに晒されております。
　営業債務である未払金、未払法人税等は、１年以内の支払期日であります。また、営業債務について
は、流動性リスクに晒されております。
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貸借対照表計上額 時価 差額
長期借入金（＊） 145,825 145,831 6

負債計 145,825 145,831 6

　借入金については、運転資金及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、このうち一部は、
金利の変動リスクに晒されております。

③金融商品に係るリスク管理体制
１.  信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権については、与信管理規程に従い、取引相手ごとに適切な与信管理を実施することにより月単位
で回収日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図ってお
ります。

２.  市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
変動金利の借入金の金利変動リスクについては、随時市場金利の動向を監視しております。

３.  資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持な
どにより流動性リスクを管理しております。

④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することがあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　2022年６月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりでありま
す。また、預金、売掛金、未払金、未払費用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に
近似することから、注記を省略しております。

（単位：千円）

（＊）１年内返済予定の長期借入金を含めております。
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１年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内 10年超

現金及び預金
　預金 1,623,400 ― ― ―
売掛金 191,863 ― ― ―

合計 1,815,264 ― ― ―

１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

長期借入金 50,004 50,004 45,817 ― ― ―
合計 50,004 50,004 45,817 ― ― ―

(注１）金銭債権の決算日後の償還予定額
（単位：千円）

(注２）長期借入金の決算日後の返済予定額
（単位：千円）

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３
つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定し
た時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用い
て算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
おります。

①　時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
　該当事項はありません。
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区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 145,831 － 145,831
負債計 － 145,831 － 145,831

繰延税金資産
ソフトウェア 22,547千円
資産除去債務 10,647千円
未払事業税 4,137千円
税務上の繰延資産 1,037千円
その他 352千円

繰延税金資産小計 38,721千円
評価性引当額 △10,999千円
繰延税金資産合計 27,722千円
繰延税金負債

資産除去債務に対応する除去費用 △7,517千円
その他 △17千円

繰延税金負債合計 △7,534千円
繰延税金資産の純額 20,187千円

②　時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期借入金

　元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価
値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

７. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

８. 関連当事者との取引に関する注記
(1) 親会社及び法人主要株主等

該当事項はありません。

(2) 役員及び個人主要株主等
該当事項はありません。
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当事業年度
一定期間にわたり移転される財又はサービス 1,057,232
顧客との契約から生じる収益 1,057,232
その他の収益 －
外部顧客への売上高 1,057,232

当事業年度

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 207,682

顧客との契約から生じた債権(期末残高) 191,863

契約資産(期首残高) 1,431

契約資産(期末残高) 57,854

９. 収益認識に関する注記
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　当社は、Data-Informed事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以
下のとおりであります。

（単位：千円）

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　「１.重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「（４）収益及び費用の計上基準」に記載のとおりで
あります。
　なお、当社の取引に関する支払条件は、通常短期のうちに支払期日が到来し、契約に重要な金融要素は含
まれておりません。

(3) 当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
①　契約資産の残高等

（単位：千円）

　契約資産は主に、一定の期間にわたり履行義務が充足される契約において、収益を認識したが、未
請求の作業に係る対価に関連するものであります。契約資産は顧客の検収完了に従い売上債権へ振り
替えられます。

②　残存履行義務に配分した取引価格
　当社では、当初の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、記
載を省略しております。
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(1) １株当たりの純資産額 294.86円
(2) １株当たりの当期純利益 15.20円

期首残高 34,543千円
時の経過による調整額 229千円
期末残高 34,773千円

10. １株当たり情報に関する注記

（注）１株当たりの純資産額及び１株当たりの当期純利益は、当事業年度に行いました株式の分割が当事業年度
の期首に行われたと仮定してそれぞれ算定しております。

11. その他の注記
(1) 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

① 当該資産除去債務の概要
　オフィスの不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
② 当該資産除去債務の金額の算定方法
　資産除去債務の金額の算定にあたっては、使用見込期間を取得から16年～21年と見積り、割引率は0.27
～1.46％を使用しています。
③ 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

(2) 追加情報
財務制限条項
　当社は、2020年５月27日付で、株式会社りそな銀行との間で「金銭消費貸借契約」を締結しておりま
す。
　この契約には下記の財務制限条項が付されております。これに抵触した場合は、本契約上の全ての債務に
ついて期限の利益を喪失する可能性があります。
①純資産維持
　各事業年度の決算期の末日における当社の純資産の部の金額を前年同期比75％以上に維持すること。
②利益維持
　各事業年度の決算期の末日における当社の損益計算書において、２期連続して営業損益、経常損益、当期
最終損益の全てをマイナスにしないこと。
当該契約に基づく借入金残高は145,825千円であります。
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